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   自然災害による警報等発表時の静岡県高等学校総合文化祭「総合開会式」   

の開催について（通知） 

 

このことについて、総合開会式開催時（９月 17 日）に、台風接近等による暴風警報の

発表又は地震に関する情報等が発表された場合は、参加者等の安全を確保するため下記

のとおり取扱います。 

 なお、展示部門については、９月 15 日(金)午後から展示作業を行い、９月 16 日(土)か

ら９月 17 日(日)まで展示公開するため、自然災害による警報等発表時には、下記に準じ

て取扱います。 

 

記 

 

１ 台風の接近等により開催が危ぶまれる場合 

静岡県高等学校文化連盟ホームページ（以下「ホームページ」という。）に開催可否

を掲載します。 

なお、会場の掛川市生涯学習センターには問い合わせをしないでください。 

    ホームページアドレス http://www.s-koubunren.jp     

２ 県内全域又は一部地域に「暴風警報」が発表された場合 

(1)９月 17 日（日）午前７時の時点で、県下のいずれかに暴風警報が発表されている場 

合は、当日の開催は中止するとともにホームページに掲載する。（午前７時までに暴

風警報が解除された場合には、予定通り開催する。） 

(2)開催中に暴風警報が発表された場合は、直ちに中断するとともに、参加者等の帰途の

安全が確認できるまで、会場に待機させる。 

 

３ 県内全域又は一部地域に「特別警報(大雨)」が発表された場合 

(1) 前日（９月 16 日（土））及び当日（９月 17 日（日））の開始前に特別警報(大雨)が

発表された場合は、開催を中止するとともにホームページに掲載する。 

(2) 開始前に特別警報(大雨)が解除された場合においても、災害の状況及び気象・交通

様 

http://www.s-koubunren.jp/


機関等、安全が確保されたことが明確になるまで開催しない。 

(3) 開催中に特別警報(大雨)が発表された場合は、直ちに中断し、災害の状況及び気象･

交通機関・帰宅経路の状況等の情報収集に努め、生徒等の安全を確保する最善の対策

（会場留め置き、避難場所への誘導等）を迅速に行う。 

 

４ 地震の発生が予想される場合 

(1)「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は（巨大地震注意）」が発表され、前

日までに安全が確保されない場合は、開催を中止するとともにホームページに掲載す

る。 

(2)開催中に「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は（巨大地震注意）」が発表

された時点で中断する。安全確保を確実に行うとともに、県又は開催市町からの情報

を収集し、生徒・来場者に対して必要な情報を伝達する。再開の目途が立たない場合

は中止し、交通機関・帰宅経路の状況等の情報収集に努め、生徒等の安全を確保する

最善の対策（会場留め置き、避難場所への誘導等）を迅速に行う。 

(3)開催中に大規模地震が発生した場合 

３の(3)に準ずる。 

 

５ Ｊアラートによる情報伝達があった場合 

  生徒等の安全確保のため、開始前にＪアラートによる情報伝達があった場合は、生徒

等は自宅待機や近くの建物や地下に避難するなどの避難行動をとり情報を収集する。

解除された場合は、３の(2)に準ずる。 

  開催中にＪアラートによる情報伝達があった場合は、３の(3)に準ずる。 
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